
- 41 -

議事日程第１号

平成２９年９月１日（金）

第１ 会期の決定

第２ 会議録署名議員の指名

第３ 議案上程（議案第８２号及び第８３号）

決算特別委員長報告、質疑、討論、表決

第４ 議案上程（議案第８５号から第８９号まで及び報告第１４号）

提案理由の説明（市長）

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ

出席議員（１８人）

１番 佐 藤 巳次郎 ２番 三 浦 一 郎 ３番 米 谷 勝

４番 木 元 利 明 ５番 伊 藤 宗 就 ６番 古 仲 清 尚

７番 笹 川 圭 光 ８番 安 田 健次郎 ９番 進 藤 優 子

１１番 船 木 金 光 １２番 船 橋 金 弘 １３番 畠 山 富 勝

１４番 船 木 正 博 １５番 中 田 謙 三 １６番 小 松 穂 積

１８番 三 浦 桂 寿 １９番 高 野 寛 志 ２０番 三 浦 利 通

欠席議員（２人）

１０番 吉 田 清 孝 １７番 土 井 文 彦

議会事務局職員出席者

事 務 局 長 加 藤 秋 男

副 事 務 局 長 畠 山 隆 之

局 長 補 佐 杉 本 一 也

主 査 吉 田 平



- 42 -

地方自治法第１２１条による出席者

市 長 菅 原 広 二 副 市 長 笠 井 潤

教 育 長 鈴 木 雅 彦 監 査 委 員 鈴 木 誠

総務企画部長 船 木 道 晴 市民福祉部長 柏 崎 潤 一

産業建設部長 藤 原 誠 教 育 次 長 木 元 義 博

企 業 局 長 佐 藤 盛 己 企画政策課長 八 端 隆 公

総 務 課 長 目 黒 雪 子 財 政 課 長 田 村 力

税 務 課 長 田 口 好 信 生活環境課長 伊 藤 文 興

健康子育て課長 加 藤 義 一 介護サービス課長 佐 藤 庄 二

福祉事務所長 （市民福祉部長兼任） 農林水産課長 武 田 誠

観光商工課長 清 水 康 成 建 設 課 長 佐 藤 透

病院事務局長 山 田 政 信 会 計 管 理 者 菅 原 信 一

学校教育課長 鐙 長 光 生涯学習課長 鎌 田 栄

監査事務局長 小澤田 一 志 企業局管理課長 菅 原 長

選管事務局長 （総務課長併任） 農委事務局長 （農林水産課長併任）



- 43 -

午前１０時０１分 開 会

○議長（三浦利通君） 皆さん、おはようございます。これより、平成２９年９月定例

会を開会いたします。

土井文彦君から、療養中のため、今会期中欠席する旨の届け出があります。また、

吉田清孝君から欠席の届け出があります。

諸般の報告は朗読を省略いたします。

○議長（三浦利通君） ただちに本日の会議を開きます。本日の議事は、議事日程第１

号をもって進めます。

日程第１ 会期の決定

○議長（三浦利通君） 日程第１、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から９月２１日までの２１日間といた

したいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） ご異議なしと認めます。よって、会期は２１日間と決定いたし

ました。

日程第２ 会議録署名議員の指名

○議長（三浦利通君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。

１２番船橋金弘君、１３番畠山富勝君を指名いたします。

日程第３ 議案第８２号及び第８３号を一括上程

○議長（三浦利通君） 日程第３、議案第８２号及び第８３号を一括して議題といたし

ます。

決算特別委員会に付託されておりました議案第８２号平成２８年度男鹿みなと市民

病院事業会計決算の認定について及び議案第８３号平成２８年度男鹿市上水道、ガ

ス、下水道、農業集落排水及び漁業集落排水事業会計決算の認定についての委員会に

おける審査の経過並びに結果について、決算特別委員長の報告を求めることにいたし
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ます。１１番船木金光君

【１１番 船木金光君 登壇】

○１１番（船木金光君） 決算特別委員会に付託されました議案第８２号平成２８年度

男鹿みなと市民病院事業会計決算の認定について及び議案第８３号平成２８年度男鹿

市上水道、ガス、下水道、農業集落排水及び漁業集落排水事業会計決算の認定につい

て、審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。

本委員会は、８月３日開会し、正副委員長を互選の後、各決算に係る補足説明と決

算審査における総括意見を受け、審査を行ったのであります。

最初に、議案第８２号平成２８年度男鹿みなと市民病院事業会計決算の認定に係る

決算審査における総括意見及び質疑のあった主な点について申し上げます。

まず、決算審査における総括意見として、平成２８年度の経営状況は、総収益２６

億７千２８０万９千５３１円に対して、総費用が２６億４千６３１万７８５円とな

り、差し引き２千６４９万８千７４６円の単年度黒字で、累積欠損金は１６億５千１

７７万２千２６４円となった。平成２７年度に続いての単年度黒字となり、累積欠損

金は前年度より２千６４９万８千７４６円減少し、財政健全化法による資金不足も発

生していないものである。

しかし、病院経営を取り巻く環境は年々厳しくなっていることから、平成２８年度

に作成した「新経営改革プラン」に基づき、将来的に一般会計への依存からの脱却と

収益的収支の黒字化が図られるよう、医師・看護師等の確保はもとより、多様化する

住民の医療ニーズに対応する、地域を包括した医療連携体制の構築等に努めるととも

に、なお一層の経営改善に努めるよう要望されております。

次に、質疑のありました主な点について申し上げます。

第１点として、前年度対比で純利益が約１億円減となった理由及び減価償却費が増

加した内容について。

第２点として、現金預金の管理方法と預け先について。

第３点として、窓口に寄せられる苦情への対応と看護師の募集状況について。

第４点として、市からの特別利益３千万円の積算根拠について。

第５点として、決算審査意見書における経営比率の改善に向けた方策について。

第６点として、管理委託に対するチェック体制について。
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第７点として、地域医療計画への県の対応及びこの計画と病床数を３２床減じたこ

との関連性について。

第８点として、救急医療及び夜間診療の現状と今後の充実策について。

第９点として、電子カルテ導入後の患者等へのメリットについて。

第１０点として、薬剤及び医療機器の購入方法について。

第１１点として、地域医療連携や訪問介護、２０２５年問題などへの取り組みにつ

いて。などの質疑に対し、当局からそれぞれ答弁があったのであります。

以上の審査経過により、本委員会に付託されました議案第８２号平成２８年度男鹿

みなと市民病院事業会計決算の認定については、原案のとおり認定すべきものと決し

た次第であります。

次に、議案第８３号平成２８年度男鹿市上水道、ガス、下水道、農業集落排水及び

漁業集落排水事業会計決算の認定について申し上げます。

決算審査における総括意見についてでありますが、まず、上水道事業会計について

は、給水人口の減少などにより、有収水量は年々減少しており、今後の経営は厳しさ

を増すものと予想されることから、引き続き、良質な水の安定供給を図りながら、経

費節減を行うなど効率化による健全な経営の維持に努め、公営企業としての市民の期

待に応えるよう要望されております。

次に、ガス事業会計については、ガスの売上げが年々減少しており、今後の経営は

一層厳しくなるものと予想されることから、都市ガスの一層の安全性や利便性を積極

的にＰＲするとともに、業務の簡素化を促進するなど、効率的な事業運営に努めるよ

う要望されております。

次に、下水道事業会計、農業集落排水事業会計及び漁業集落排水事業会計について

は、各事業会計とも構築物や機械及び装置などの固定資産が多額になり、減価償却費

だけで営業収益を上回る特徴がある。今後の事業運営に当たっては、一層の業務の簡

素化を推進し、経費節減を行うなど効率化に努めるよう要望されております。

次に、質疑のありました点について申し上げます。

第１点として、決算審査意見書における下水道関係事業概要での普及率及び水洗化

率の記載のあり方について質疑があり、当局から答弁があったのであります。

以上の審査経過により、本委員会に付託されました議案第８３号平成２８年度男鹿
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市上水道、ガス、下水道、農業集落排水及び漁業集落排水事業会計決算の認定につい

ては、原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。

以上でご報告を終わります。

○議長（三浦利通君） これより委員長に対する質疑を許します。質疑ございません

か。１６番小松穂積君

○１６番（小松穂積君） ちょっと委員長にお尋ねしますけれども、私も委員会に出て

おりましたので審議過程等については承知しているつもりであります。お尋ねしたい

ことはですね、県内の北の方で、病院の機材等の業務委託で問題が起きたということ

が新聞で報道されております。そこで、決算委員会のときはちょっと私も気がつかな

かったわけでありますけれども、今委員長のご報告の中に、４番目だか５番目に、機

材等と委託等のお話が出ておりました。そこで、病院側からそういうことについて、

委員長に対し、そういう問題が起きたとき、いや、実は私の方はそういうことについ

ては特にないと、まさに深堀りのところでのご報告、あるいはまた、教育厚生委員長

いないわけですけれども、これは決算委員長にお尋ねしますので、そういうことにつ

いて、病院の方からより深掘的なことでのお話等は出ておったのかどうか、その点に

ついてお伺いいたします。

○議長（三浦利通君） 委員長

○１１番（船木金光君） 小松議員の、第６点としての管理委託に対するチェック体制

についての質問だと思いますけど、先ほどご説明したとおり、当局はそういった件に

対しては、深いご報告はないと思っております。

○議長（三浦利通君） 再質疑。小松議員

○１６番（小松穂積君） なかったのでそのことが起きなかったというふうなことで、

委員会としてはそれで終結するのが当然だと思いますし、委員長にそのことはなかっ

たということだとすれば、これでまず私としては理解いたします。終わります。

○議長（三浦利通君） １１番小松穂積君の質疑を終結いたします。

ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論は通告がありませんので終結いたします。



- 47 -

これより議案第８２号及び第８３号を一括して採決いたします。本２件に対する委

員長の報告は認定であります。本２件は、委員長の報告のとおり認定することにご異

議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） ご異議なしと認めます。よって議案第８２号及び第８３号は、

原案のとおり認定されました。

日程第４ 議案第８５号から第８９号まで及び報告第１４号を一括上程

○議長（三浦利通君） 日程第４、議案第８５号から第８９号まで及び報告第１４号を

一括して議題といたします。

職員に議案を朗読させます。

【職員朗読】

議案第８５号 平成２８年度男鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第８６号 平成２８年度男鹿市特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第８７号 男鹿市複合観光施設条例の制定について

議案第８８号 男鹿市商工業振興促進条例の一部を改正する条例について

議案第８９号 平成２９年度男鹿市一般会計補正予算（第５号）について

報告第１４号 平成２８年度男鹿市一般会計継続費精算報告書について

○議長（三浦利通君） 提案理由の説明を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二君 登壇】

○市長（菅原広二君） 皆さん、おはようございます。

本日、平成２９年９月定例会を招集し、諸議案のご審議をお願いするものでありま

すが、提出議案の説明に先立ちまして、市政に係る諸般の報告を申し上げます。

まず、北朝鮮からの弾道ミサイル発射事案についてであります。

先月２９日、午前５時５８分ごろ、北朝鮮西岸より弾道ミサイルが発射され、午前

６時１２分ごろ、襟裳岬東方約１千１８０キロの太平洋上に落下する事案が発生いた

しました。
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市民の皆様には、防災行政無線により弾道ミサイルの発射、通過、落下情報を伝達

するとともに、市ホームページにおいても、落下情報、不審物を発見した際の対応に

ついて緊急情報として掲載し、注意喚起を行っております。

また、秋田県漁業協同組合４カ所に漁船の出港状況、被害確認を行いましたが、漁

船等の被害は確認されておりません。

次に、若美風力開発株式会社が風車７基、総出力１万９千９５０キロワットの規模

で、五明光から宮沢に至る地域で行っている風力発電建設事業についてであります

が、先月、地域住民への工事説明会を行い、工事に着工しており、平成３１年３月に

稼働の予定と伺っております。

次に、「株式会社風の王国・男鹿」が船越字一向地内で実施している風力発電事業

に伴う、船越地区におけるテレビ電波の受信障害についてでありますが、先月４日、

テレビ電波受信障害への対応等に関して、発電事業者と船越町内会連合会との間で協

定が締結されております。

協定においては、受信障害対策として、発電事業者が、受信障害対策中継局の設

置、戸別のアンテナ調整等による改善を行うこと等が定められております。

発電事業者においては、対策に必要な設備の設置等、準備作業を進めており、今月

以降、受信障害世帯を戸別に訪問し、アンテナ調整等により、順次改善を実施すると

伺っております。

次に、秋田大学男鹿なまはげ分校との共催事業による小・中学生の活動についてで

あります。

７月２４日、小学生１７人と中学生５人が秋田大学医学部を訪問し、シミュレー

ションによる医療技術体験や医学部生との懇談を行いました。

この事業は、ことしで４年目を迎え、医師、看護師など医療の仕事に関心をもって

もらうことを目指しております。

また、７月３０日、船川第一小学校を会場に秋田大学理工学部の准教授などによる

「わくわくドキドキ理科実験教室」を開催し、小学生６０人が参加いたしました。

この事業も、ことしで４年目を迎え、子どもたちに科学への興味関心を一層深めて

もらうことを目指しております。

次に、小・中学校のスポーツ大会等についてであります。
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先月５日に開催された第８回全日本女子相撲郡上大会において、潟西中学校の生徒

が中学生中量級で準優勝、美里小学校の児童が小学４年生以下３５キログラム未満級

で第３位となりました。

また、先月１９日、東京で開催された平成２９年度民謡民舞少年少女全国大会にお

いて、北陽小学校３年生の児童が、コンクール小学１・２・３年生の部で優勝いたし

ました。

次に、主な事業の進捗状況についてであります。

漁業関係につきましては、湯ノ尻漁港水産物供給基盤機能保全工事は、６月２３日

に発注済みであり、完成は１０月３１日の予定となっております。

市道関係につきましては、申川鵜木線道路改良工事は１１月３０日の完成予定と

なっております。

また、大橋向２号線道路改良工事、親道鳥屋場５号線道路改良工事、船越払戸線防

雪柵設置工事、芦沢増川線道路災害復旧工事は１２月１５日の完成予定となっており

ます。

滝川河川改修事業につきましては、今月上旬の発注予定となっております。

次に、観光の状況についてであります。

本年６月、７月における観光客日帰り入り込み数は、６月が１３万１千５９８人、

７月が２１万９千５８５人で、昨年同期と比較して６月が０．７パーセントの増、７

月が２．４パーセントの増となっております。宿泊客数は、６月が１万３千１９３

人、７月が１万２千５７５人で、昨年同期と比較して６月が７．７パーセントの減、

７月が１０．９パーセントの減となっております。

なお、８月全体の入り込み数は現在集計中でありますが、主要観光施設における８

月１１日から１８日までの８日間で比較した場合、男鹿水族館ＧＡＯでは前年比７．

８パーセント増の２万６千３４５人、なまはげ館は前年比１７．７パーセント増の１

万５４３人、また、寒風山回転展望台は前年比１４．６パーセント増の３千５１５人

となっていることから、全体的に良好な入り込み数が期待されるところであります。

次に、「男鹿日本海花火」についてであります。

先月１４日に「第１５回男鹿日本海花火」が開催されました。当日は、天候に若干

不安もありましたが、無事開催に至り、約１８万人の方々が会場や市内各所におい
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て、花火を楽しんでいただけたものと思っております。

また、会場内外では市内関係事業者による飲食等ブースが設置され、大いににぎ

わっていたほか、「ねんりんピック秋田２０１７」や「第８回日本ジオパーク全国大

会２０１７男鹿半島・大潟大会」など、今後、男鹿市で行われる大会等のＰＲブース

を設置し、来場された方々へ周知を図ったところであります。この場をお借りし、改

めてご協力を賜りましたすべての皆様に厚くお礼申し上げます。

次に、クルーズ船の船川港への寄港についてであります。

先月５日に「飛鳥Ⅱ」が「竿燈・ねぶたまつりクルーズ」の寄港地として、船川港

に入港しております。

当日は、「船川港クルーズ船寄港歓迎実行委員会」が主体となり、歓迎セレモニー

のほか、物産販売や民謡と踊りの披露、なまはげとの記念撮影などの各種イベントを

行いました。

当日の乗船客数は７９４名で、このうちオプショナルツアーにより、３１６名の

方々が男鹿観光のコースに参加しております。

なお、「飛鳥Ⅱ」は、今月７日にも札幌市の旅行会社「道新観光」のチャーターク

ルーズにより、船川港に入港予定でありますが、乗船客にとってよい思い出となるよ

うなおもてなしをしてまいります。

次に、雇用情勢についてであります。

７月末現在の秋田県の有効求人倍率は１．３４倍となっております。ハローワーク

男鹿管内の有効求人倍率は１．０３倍となっており、昨年同期と比較して０．３２ポ

イントの増となっております。

次に、農業の状況についてであります。

水稲は、東北農政局秋田地域センターが発表した８月１５日現在の県中央の作柄概

況は「平年並み」となっております。

ＪＡ秋田みなみによりますと、メロンは６月の低温の影響により、品種によっては

小玉傾向となり、出荷時期もお盆過ぎまでずれ込んでおります。８月１０日現在の販

売数量は５万４千ケースで、販売単価が高値で推移したことから、販売金額は１億１

千２００万円となっております。

菊の８月２０日現在の販売数量は１７９万９千３９０本で、販売単価が７月は例年
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並みでありましたが、８月のお盆需要は高値となり、販売金額は８千８３６万６千４

４８円となっております。

なお、園芸メガ団地でのお盆向けの輪菊及び小菊については、計画どおりの出荷と

なっております。

葉たばこは、６月の低温の影響により一時生育が停滞したものの、管理作業の徹底

により回復し、収穫作業は好天に恵まれたことから順調に進みました。

転作大豆の生育は、降雨により播種時期が遅れたことから、全体的に草丈が短く、

枝の数が例年より少ない状況となっております。

次に、漁業の状況についてであります。

秋田県漁業協同組合によりますと、本年１月から７月までの漁獲量は２千２４７

トン、漁獲金額は６億９千９９４万円で、昨年同期と比較し、漁獲量で２３６

トン、１０パーセントの減、漁獲金額では、３千９４４万円、５パーセントの減と

なっております。

以上で諸般の報告を終わり、次に提案理由のご説明を申し上げます。

まず、議案第８５号平成２８年度男鹿市一般会計歳入歳出決算の認定についてであ

ります。

本議案は、一般会計歳入歳出決算の認定を求めるもので、歳入１７２億３千７９３

万２千６４３円、歳出１６８億６千２４９万６千５０２円、歳入歳出差引残額３億７

千５４３万６千１４１円となったものであります。

このうち、継続費及び繰越明許費の財源として８千９７８万５千２３１円を繰り越

しいたしましたので、実質収支額は２億８千５６５万９１０円となっております。

この剰余金のうち、１億７千万円を財政調整基金に積み立てし、残額の１億１千５

６５万９１０円を平成２９年度一般会計に繰り越ししております。

なお、この繰越金には、公金横領による現金不足額１千１８９万７千６８５円を含

むものであります。

次に、議案第８６号平成２８年度男鹿市特別会計歳入歳出決算の認定についてであ

ります。

本議案は、特別会計歳入歳出決算の認定を求めるもので、国民健康保険特別会計の

決算額は、歳入５１億１千４６４万６千６６円、歳出４８億７千３０８万５千４２８
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円、歳入歳出差引残額２億４千１５６万６３８円となったものであります。

診療所特別会計の決算額は、歳入２千２８４万９千７７５円、歳出２千１４７万１

千７９４円、歳入歳出差引残額１３７万７千９８１円となったものであります。

介護保険特別会計の保険事業勘定の決算額は、歳入４８億１千４３５万９千５１５

円、歳出４７億２千５９４万７千２８４円、歳入歳出差引残額８千８４１万２千２３

１円となったものであります。

介護保険特別会計の介護サービス事業勘定の決算額は、歳入歳出同額の６９５万４

千６００円となったものであります。

後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入３億４千１１万２千２３１円、歳出３億

３千７１０万８千３５０円、歳入歳出差引残額３００万３千８８１円となったもので

あります。

なお、各特別会計における公金横領による現金不足額については、一般会計で補填

しております。

以上、一般会計及び各特別会計の決算について申し上げましたが、各般にわたる施

策事業を推進することができましたことは、議会をはじめ市民各位のご理解とご協力

の賜物であり、深く感謝を申し上げます。

次に、議案第８７号男鹿市複合観光施設条例の制定については、観光客の利便に供

し、観光及び地域の情報発信並びに地場産品の加工販売による地域振興に資すること

を目的に、男鹿市複合観光施設を設置するため、本条例を制定するものであります。

次に、議案第８８号男鹿市商工業振興促進条例の一部を改正する条例については、

工場等を新設し、または増設する者に対し実施している奨励措置に、新たに施設整備

費補助金を加えることにより、企業の本市への工場等の新設及び設備投資を促進し、

もって本市産業経済の発展と雇用機会の拡大を図るため、本条例の一部を改正するも

のであります。

次に、議案第８９号平成２９年度男鹿市一般会計補正予算（第５号）については、

複合観光施設整備事業費、除雪費、国民年金システム改修業務委託料などを措置した

もので、歳入歳出それぞれ２億６千７５０万円を追加し、補正後の予算総額を１６４

億６千８７０万円とするものであります。

次に、報告第１４号平成２８年度男鹿市一般会計継続費精算報告書については、滝
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川河川改修事業に係る継続費の精算について報告するものであります。

以上、提出議案の概要についてご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご可決、ご認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（三浦利通君） 以上で、本日の議事は終了いたしました。

休会の件

○議長（三浦利通君） お諮りいたします。９月４日は議事の都合により休会いたした

いと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（三浦利通君） ご異議なしと認めます。よって９月４日は議事の都合により休

会とし、９月５日午前１０時より本会議を再開し、市政に対する一般質問を行うこと

にいたします。

本日は、これにて散会いたします。

御苦労さまでした。

午前１０時３９分 散 会



- 54 -


